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養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について 

 

児童虐待防止対策の推進については、平素よりご尽力を頂き、感謝申し上げる。 

さて、これまでも、養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援については、要保護

児童対策地域協議会を活用するなどして御尽力いただいてきたところである。 

しかしながら、依然として児童虐待による死亡事例が発生しており、その中には虐待が

疑われる段階に至る前から関係機関が情報を共有し、連携協力して支援を実施していれば、

死亡に至らなかった可能性がある事例も存在していると考えられる。 

このような状況を背景として、先般「『子ども虐待による死亡事例等の検証結果等につ

いて（第８次報告）』を踏まえた対応について」（平成 24 年７月 26 日付け雇児総発 0726

第１号、雇児母発 0726 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通

知）において、虐待の発生及び深刻化を予防するため、要支援児童や特定妊婦の家庭など、

養育支援を特に必要とする家庭への早期からの支援が必要であり、要保護児童対策地域協

議会を活用した継続的な支援を行うこと、また、特に乳幼児健康診査等を受けていない家

庭等に対応することが重要である旨を示したところである。 

今般、市区町村の児童福祉・母子保健等の関係部署、要保護児童対策地域協議会の調整

機関等における養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援に関して、具体的に留意す

べき事項について整理したので下記のとおり通知する。 

貴職におかれてはこの内容を御了知いただくとともに、管下の児童相談所及び保健所並

びに管内市区町村に周知を図り、対応に遺漏のないよう努められたい。 

なお、本通知については、警察庁生活安全局、総務省自治行政局並びに法務省刑事局及

び入国管理局と協議済みであることを申し添える。 

また、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基
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づく技術的助言である。 

記 

１ 趣旨 

児童虐待の発生予防のためには、要保護児童(*)の家庭のみならず、養育支援を特に必

要とする家庭（要支援児童(*)又は特定妊婦(*)のいる家庭をいう。以下同じ。）につい

ても、要保護児童対策地域協議会を活用し、継続的に状況の把握・分析や支援を行う必

要がある。このため、要支援児童及び特定妊婦の把握及び支援の留意点について示すも

のである。 

特に、乳幼児健康診査等の保健・福祉サービスを受けていないことについては、「子

ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」（第８次報告）において、死亡事例

等を防ぐためにリスクとして留意すべきポイント（以下「留意すべきポイント」という。）

として示されている（Ｐ69 参照）ほか、乳幼児健康診査等の未受診等の家庭への対応に

ついて提言されている。このため、乳幼児等を対象とする保健・福祉サービスの未受診

等の情報を基に養育支援を特に必要とする家庭を把握する方法を示すものである。 

なお、「妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健・医療・福

祉の連携体制の整備について」（平成 23 年７月 27 日付雇児総発 0727 第４号、雇児母発

0727 第３号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知）により示

している妊娠期からの養育支援を特に必要とする家庭の把握と継続的な支援のための連

携体制の整備についても引き続き推進されたい。 

(*) 要保護児童、要支援児童及び特定妊婦の定義 

（児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６条の３第５項及び第８項） 

・要保護児童：保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 

・要支援児童：保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童（要保護児童を除く。） 

・特定妊婦 ：出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 

 

２ 要支援児童の把握及び情報収集 

乳幼児等を対象とする保健・福祉サービス（乳幼児健康診査、予防接種、乳児家庭全

戸訪問事業など）は、児童の健康状態や母親等の育児の悩み等について確認し、必要な

支援につなげる貴重な機会であって、児童が健やかに成長するために欠かせないもので

ある。また、これらを受けていない家庭では、受けている家庭よりも虐待発生のリスク

が高いものと考えられる。 

このため、市区町村は、これらの未受診等の家庭（兄弟姉妹を含む。）の状況を把握

し、勧奨により適切な受診等に結びつけるとともに、これらの保健・福祉サービスの提

供を通じて、その後の支援について検討するために必要な情報を得ることが必要である。 

その上で、支援に関して検討を要する家庭については、要保護児童対策地域協議会に

おいて関係機関で情報を共有し、支援の必要性や支援方針を協議する必要がある。 

特に、家庭訪問等による勧奨にもかかわらず、合理的な理由なくこれらを受けない家

庭や、必要な調査を行っても居住実態が把握できない家庭は、虐待発生のリスクが高い

家庭として位置づけ、必要に応じ、児童相談所と対応や支援について相談・情報共有を

行うなど児童相談所と連携して対応する必要がある。 
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このため、次のことに留意して対応されたい。 

(1) 乳幼児健康診査未受診等の家庭の把握及び情報の整理 

ア 乳幼児健康診査、予防接種、乳児家庭全戸訪問事業などの乳幼児等を対象とする

保健・福祉サービスを受けていない乳幼児の家庭に対して、それらの実施機関にお

いて電話、文書、家庭訪問等により勧奨し、受診等に結びつけるよう努める。 

その際、各保健・福祉サービスの実施機関は、未受診等の理由、背景等を調べ、 

これらの情報から、今後の支援や見守りについて検討が必要と考えられる家庭につ

いては、市区町村の児童虐待担当部門（以下「児童虐待担当」という。）に情報提

供を行い、対応を協議する。 

イ 支援について検討が必要な家庭としては、行政の関与に拒否的な家庭、勧奨に合

理的な理由なく応じない家庭、未受診の理由や背景等が把握できない家庭、勧奨に

応じるものの虐待発生のリスクが高いと考えられる家庭（「留意すべきポイント」

参照）などが想定される。保健・福祉サービスの実施機関において判断に迷う事例

についても、児童虐待担当に情報提供を行う。 

ウ 児童虐待担当においては、これらの家庭を支援につなげるため、当該児童に関す

る他の保健・福祉サービス等の提供状況、関係機関の関与の状況等の当該児童や家

庭に関する情報を整理し、要保護児童対策地域協議会において関係機関でこれらの

情報を共有する。 

(2) 居住実態が把握できない家庭の確認 

 ア (1)の対応において居住実態が把握できない家庭については、児童虐待担当は、そ

の所在を把握するため、児童相談所の関与について確認するとともに、住民基本台

帳や戸籍の記載事項、生活保護、児童手当、児童扶養手当等の受給状況などについ

ての関係機関への調査や、住民基本台帳、戸籍等から判明した親族、近隣住民等へ

の調査などにより情報収集を行い、当該家庭の実態の把握に努める。 

 イ 市区町村は、アの情報収集を行っても実態が把握できない場合や、情報収集の結

果、虐待が疑われる場合など、虐待のおそれがあり、児童相談所の対応が必要と考

えられる場合には、児童相談所に対応を求める。 

  ウ 児童相談所は、出頭要求や臨検・捜索等の活用を含め、児童の安全確認・安全確

保のための対応を行うとともに、必要に応じ、他の児童相談所と連携を図るなどし

て所在の確認に努める。 

また、情報収集や児童相談所の対応の状況から必要があると認められる場合には、

児童相談所から所在不明の児童の行方不明者届を提出することについて警察に相談

する。 

(3) 転出の情報等を把握した場合の対応 

ア (2)アの情報収集の過程で、当該家庭が他の市区町村へ転出した旨の情報を得た場

合には、転出先と考えられる市区町村に連絡し、当該家庭の居住実態の確認を依頼

する。 

依頼を受けた市区町村の児童虐待担当では、管轄の児童相談所の関与について確

認するとともに、(2)アと同様の情報収集を行い、当該家庭の居住状況や児童の所在

について確認し、その結果を依頼のあった市区町村の児童虐待担当に連絡する。 
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転出先と考えられた市区町村で居住実態が確認できなかった場合には、引き続

き、依頼元の市区町村において実態把握に努める。 

  イ また、市区町村は、対象家庭に外国籍の者がいる場合や、対象家庭が外国に出国

した旨の情報を得た場合は、必要に応じて、児童福祉法第 25 条の３の規定に基づき、

照会目的及び根拠法令を明らかにした上で、要保護児童対策地域協議会から東京入

国管理局へ当該家庭の出入（帰）国記録等の照会に係る協力を求めることができる。

具体的な手続方法については、別添「出入（帰）国記録等に係る照会に当たっての

留意事項」（平成 24 年６月法務省入国管理局）等を参照されたい。 

なお、出国が確認できた場合でも、里帰り出産などのために一時的に外国に出国 

していると思われる場合には、帰国後の支援のため引き続き当該家庭の情報を管理

する必要があることに留意する。 

(4) 住民基本台帳に記録がない等により把握していなかった児童を発見した場合の対応 

ア 市区町村は、当該市区町村の住民基本台帳に記録がない等により把握していなか

った児童を発見した場合には、保護者に対し、転居歴、転入の届出をしていない理

由などを確認した上で、転出前の市区町村に連絡し、当該児童の成育歴、保健・福

祉サービス等の提供履歴の情報など当該家庭の支援に当たって必要となる情報の提

供を受ける。その上で、要保護児童対策地域協議会において関係機関で情報共有す

るなどし、支援の必要性や支援の方針・内容を検討する。届出を行わないまま転出

入を繰り返す家庭では、虐待発生のリスクが高いと考えられることに特に留意する

必要がある。 

イ なお、当該市区町村に居住実態がある場合には、住民基本台帳担当部門と連携し

て適切に転入の届出を行うよう勧奨し、配偶者からの暴力等により、加害者に居住

場所を知られることを危惧して届出を躊躇している場合には、暴力被害者等の保護

のための住民基本台帳の一部の写しの閲覧や住民票の写し等の交付の制限措置が講

じられる可能性もあることから、住民基本台帳担当部門に相談する。 

ウ また、転出前の市区町村で当該家庭に係る(3)の確認作業を行っていた場合には、

転出先の市区町村からの連絡を受けてこれを終結させるとともに、転出先の市区町

村への情報提供に積極的に協力する。 

 

３ 特定妊婦の把握及び情報収集 

児童虐待を予防するためには、市区町村が中心となり、妊娠期から、出産後の養育支

援が必要な妊婦を把握し、要保護児童対策地域協議会において特定妊婦として支援対象

に位置づけ、出産後の支援の体制を整えておく必要がある。 

具体的には、望まない妊娠、若年の妊娠、精神疾患、支援者の不在などの妊婦に関す

る情報が重要であり、これらの情報を妊娠の届出から得た情報、医療機関から提供され

た情報、妊婦から妊娠・出産や出産後の子育ての相談を受けた関係機関の情報などから

把握する。 

これらの妊婦について、家庭訪問等により情報収集を行った上で、要保護児童対策地

域協議会において関係機関で情報を共有する。 

なお、医療機関との情報共有については、「児童虐待の防止等のための医療機関との
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連携強化に関する留意事項について」（平成 24 年 11 月 30 日付け雇児総発 1130 第２号、

雇児母発 1130 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知）を

参照されたい。 

 

４ 養育支援を特に必要とする家庭に対する支援 

 上記２及び３により把握した家庭については、要保護児童対策地域協議会において養

育支援の必要性や支援の内容を検討する。具体的な支援に当たっては、次のことに留意

されたい。 

(1) 要支援児童の家庭に対する支援 

  要支援児童の家庭への支援としては、市区町村が中心となり、保護者の子育ての負

担を軽減するため、定期・不定期の来訪による相談支援等を行うほか、必要に応じ、

新生児訪問、養育支援訪問事業を始め、保育所、子育て短期支援事業（ショートステ

イ）、一時預かり事業などの地域の子育て支援の事業を活用して支援を行う。 

児童虐待担当においては、児童虐待の予防の観点から、これらの事業等を活用する

ことを要保護児童対策地域協議会において検討されたい。 

また、要保護児童対策地域協議会の調整機関は、要支援児童の家庭に対する支援の

状況、行政サービスの提供状況等の情報について一元的、継続的に把握・記録し、要

保護児童対策地域協議会における支援に活用する。 

(2) 特定妊婦の家庭に対する支援 

   特定妊婦の家庭への支援としては、市区町村が中心となり、必要に応じ、妊婦訪問

指導や養育支援訪問事業などにより、配偶者・パートナーやその他の家族も含め、出

産後の準備、養育方法の指導等を行う。 

   また、出産後の支援の方針・内容、関係機関の役割分担等について出産前から関係

機関で協議し、速やかに支援を開始できるように準備しておく。 

さらに、必要に応じ、児童相談所と連携して乳児院への入所、里親委託、養子縁組

等の社会的養護関連の制度についても妊婦等に情報提供し、関係機関と必要な対応を

検討する。 

(3) 支援中の家庭が転居した場合の対応 

支援中の家庭が転居した場合には、当該家庭が引き続き支援を受けられるよう、支

援をしていた市区町村は、転居先の市区町村に連絡し、支援に必要な情報を提供する

など引継ぎを行う。 

転居先の市区町村では、提供を受けた情報を要保護児童対策地域協議会において関

係機関で共有し、支援の必要性や支援の方針・内容を検討する。 

また、転居先が不明な場合には、２(2)の対応をとる。 

(4) 児童相談所による対応 

   児童相談所は、要保護児童対策地域協議会を通じて要支援ケースを把握するだけで

なく、児童相談所による専門的な対応が必要と考えられる場合や、関係機関から児童

相談所の対応を求められた場合などには、児童相談所として積極的に対応する。 

 

５ 自治体間の情報交換・共有と守秘義務及び個人情報保護との関係 
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転居事例の家庭状況やこれまでの支援の経緯を把握するためには、転居前後の自治体

が連携して対応することが不可欠であるが、自治体間で個別事例に関する情報交換・共

有を行うことが、守秘義務や個人情報保護に関する規定に抵触する可能性があるとの懸

念により、自治体間の連携に積極的でない自治体があるとの指摘もある。児童虐待の防

止等のために必要かつ相当な範囲で行う自治体間の情報共有については、以下のとおり

基本的に守秘義務や個人情報保護に係る規定違反とはならないため、改めてこれに留意

し、自治体間で積極的かつ適切な情報交換・共有に取り組まれたい。 

(1) 自治体職員の守秘義務に係る規定 

   自治体の職員については、地方公務員法第 34 条において守秘義務が規定されてお

り、職務上知り得た秘密を漏らした場合には刑事罰の対象となるが、法令に基づく行

為など正当な行為である場合には守秘義務違反の罪は成立しない（参考：刑法第 35

条）。 

この点、児童虐待の防止等のための自治体間の連携に関しては、児童虐待防止法第

４条第１項において「関係機関及び民間団体の間の連携の強化」が明記されているほ

か、転居事例の際などに自治体間で情報交換・共有ができることを明確にするため、

同法第 13 条の３においては、地方公共団体の機関は他の市町村の長等からの求めに応

じ、児童虐待の防止等に係る児童、保護者その他の関係者に関する資料又は情報を提

供できることが規定されており（参考：児童相談所運営指針第３章第１節４(9)）、こ

のような児童虐待の防止等のための自治体間の情報提供は、法令に基づく行為であり、

必要かつ社会通念上相当と認められる範囲で行われる限り正当な行為に当たることか

ら守秘義務違反とはならない。 

(2) 自治体職員に関する個人情報保護に係る規定 

   各自治体において定められている個人情報保護条例においては、個人情報の目的外

の使用及び第三者提供が禁止されているが、これらの除外規定として、法令に定めが

あるとき等が定められていることが一般的である。自治体間の児童虐待の防止等に係

る情報提供が、各自治体において目的外の第三者提供に当たると解される場合であっ

ても、児童虐待防止法第 13 条の３に基づく行為であるため、法令に定めがあるとき

に該当し、このような除外規定がある場合には条例違反とはならない。 
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出入（帰）国記録等に係る照会に当たっての留意事項 

 

平成２４年６月   

法務省入国管理局   

 

 平成２４年７月９日，出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本

の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（以下「改

正法」といいます。）が施行され，これに伴い，外国人登録法が廃止されます。 

 同日以降の出入（帰）国記録等に係る照会に当たっての留意事項は下記のとおりですの

で，御協力をお願いします。 

記 

１ 照会窓口等 

（１）照会担当窓口 

東京入国管理局調査企画部門 

（２）照会書の送付先 

〒１０８－８２５５ 

東京都港区港南５－５－３０ 

東京入国管理局（出入・登録照会担当） 

（注１）封筒の宛先に「出入・登録照会担当」を必ず記載願います。 

（注２）郵券を貼り，返送先を明記した返信用封筒を必ず同封願います。 

（注３）電話による照会の受付け，回答は一切行っておりません。また，進捗状況

に関する問い合わせは業務処理を遅延させる原因となっており，御遠慮願い

ます。 

（注４）持ち込みによる照会は受け付けていません。 

（３）照会書の宛先 

東京入国管理局長 

（注）照会の宛先は「調査企画部門（首席入国警備官）」ではなく，必ず「東京入

国管理局長」としてください。 

（４）照会の対象となる記録等 

① 日本人出帰国記録 

別 添 
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② 外国人出入国記録 

③ 外国人登録記録 

④ 外国人登録原票の写し 

（注）外国人登録原票は，改正法の施行後，市区町村から法務省に対し送付され

ることになっていますが，市区町村から送付があるまでは，外国人登録原票

の写しに係る照会に対して回答することはできません。 

また，市区町村から送付があった後も，外国人登録原票を抽出するシステ

ムの構築が終了する平成２４年末までの期間は，手作業により抽出作業を行

う必要があるため，回答まで通常よりも期間を要します。 

 

２ 照会に当たっての留意事項 

（１）共通事項 

ア 照会者の官職・氏名を記載し，公印を押印した公文書により照会願います。公印

が押印されていない文書は返戻させていただいています。次用紙及び添付資料に割

印（公印によるもの）のない場合についても同様です。 

イ 照会目的及び照会の根拠法令（例：関税法１１９条第２項）を記載願います。記

載されていない文書は返戻させていただいています。 

ウ 特に緊急を要する案件については，緊急である旨及びその理由を記載願います。

ただし，業務が輻輳している場合等は御要望に応じかねる場合があります。 

エ 担当者の氏名（難読氏名についてはふりがなを含む。）及び電話番号（内線番号

を含む。）を記載願います。担当者に対し，内容の確認等を行うこともあります。 

オ 多数の照会については，小口に分けた上，投函日を分散して照会願います。一度

に多数の照会があった場合，他の機関からの照会との関係から，調査着手までに相

当の期間を要することがあります。 

カ 原則として，「一照会書に一人の人定事項」としてお願いします。やむを得ず，

「一照会書に複数の人定事項」として照会する場合は，人定事項に「１，２」等の

項番を付して照会してください。この場合にあっても，一つの照会書に外国人と日

本人の対象者が混在していると事務処理が煩雑になるため，区分して照会するよう

御協力をお願いします。 

（２）照会事項別の留意事項 
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ア 日本人出帰国記録 

（ア）照会書には次の事項を記載願います。 

① 国籍及び本籍（判明している場合） 

本籍地が不明でも省略することなく，国籍を「日本」と記載してください。 

② 氏名（必ずふりがなを付してください。） 

判明している場合は，旅券上の英字氏名を記載してください。特に，外国人

の配偶者・子である日本人，帰化日本人については，氏名が外国人のラストネ

ーム，ファーストネームになっている場合があります。このような場合，旅券

上の英字氏名が判明しないと該当する記録を検索できない場合があります。な

お，２００８年以降，旅券の氏名についてはヘボン式ローマ字以外の表記（例

：サトウを SATOW，ジョージを GEORGE など）が多数見受けられるようになって

おり，ふりがなのみで照会があった場合，ヘボン式ローマ字以外の表記があっ

た場合は調査が困難ですので，事前に旅券発給事実を確認し，旅券上の英字表

記氏名を確認願います。 

ふりがなが特定できず，２以上のふりがながある場合，回答を差し控えるこ

とがあります。 

③ 生年月日（西暦） 

④ 性別 

⑤ その他参考事項 

判明している場合は，旅券番号，出帰国年月日，出帰国港等を記載してくだ

さい。 

（イ）旅券その他身分事項を確認する資料がある場合はそのコピーを添付願います。 

（ウ）電算入力項目（下記３（１）を参照）について回答し，その回答対象期間は，

調査日の過去３年間分及び当年の調査日の前日までの期間とさせていただきま

す。前記期間をさかのぼる期間の出帰国記録を要する照会する場合には，照会対

象期間及びその必要性を具体的に記載願います（例：「税徴収の居住者判定のた

め必要につき，○○年以降の記録が必要」，「国民健康保険加入期間算定のため

必要につき，○○年以降の記録が必要」）。 

イ 外国人出入国記録 

（ア）照会書には次の事項を記載願います。 
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① 国籍  

判明している場合は，台湾，香港，北朝鮮等の地域名も記載してください。 

（注１）外国人に係る電算上の国籍・地域は，通常，直近の在留関係の許可

時の国籍・地域に対応しています。入国後，在留関係の申請を行って

いない外国人の場合は，入国時に使用した旅券に対応しています。 

 中国については次のとおりとなります。 

中華人民共和国護照 中国 

香港ＳＡＲ旅券 中国（香港） 

マカオＳＡＲ旅券 中国（その他） 

中華民国（台湾）護照 台湾 

（注２）改正法施行前に外国人登録を行い，その後に在留関係の申請を行っ

ていない外国人に係る電算上の国籍・地域は，外国人登録証明書上の

国籍表記となります。 

この場合，中国については，中国（本土），中国（香港），中国（そ

の他）いずれも「中国」となります。また，台湾については，「中国」

となるときと，「台湾」となるときがあります。 

② 氏名 

中国人及び韓国・朝鮮人については英字氏名及び漢字氏名，その他の国籍の

外国人については英字氏名を記載してください。 

記載方法の例 

○ 中国人及び韓国・朝鮮人 

姓 名（Last Name, First Name） 

○ その他の国籍の外国人 

Last Name, First Name, Middle Name 

（注）２００２年４月以降に新規入国した中国人，韓国・朝鮮人の出

入国記録については，氏名表記が旅券上の英字氏名のみの場合が

ありますので，英字氏名を必ず記載してください。 

③ 生年月日（西暦） 

④ 性別 

⑤ その他参考事項 
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判明している場合は，出入国年月日，出入国港，出入国記録番号（ＥＤ番号），

在留カード番号，特別永住者証明書番号，旧外国人登録証明書番号を記載して

ください。 

（イ）旅券，在留カード，特別永住者証明書，旧外国人登録証明書（一定期間，在留

カード等とみなされます。）その他身分事項を確認する資料がある場合はそのコ

ピーを添付願います。 

（ウ）電算入力項目（下記３（２）を参照）について回答し，その回答対象期間は，

調査日の過去２年間分及び当年の調査日の前日までの期間とさせていただきま

す。前記期間をさかのぼる期間の出入国記録を要する場合には，照会対象期間及

びその必要性を具体的に記載願います。 

ウ 外国人登録記録 

（ア）照会書には次の事項を記載願います。 

① 国籍  

 判明している場合は，台湾，香港，北朝鮮等の地域名も記載してください。 

② 氏名 

 イ（ア）②と同様に記載してください。 

③ 生年月日（西暦） 

④ 性別 

⑤ その他参考事項 

 判明している場合は，外国人登録番号，居住地を記載してください。 

（イ）旅券，在留カード，特別永住者証明書，旧外国人登録証明書その他身分事項を

確認する資料がある場合はそのコピーを添付願います。 

（ウ）外国人登録記録の電算入力期間は，１９８１年１０月１日から２０１２年７月

８日までとなります。また，外国人登録法廃止後は，外国人登録記録は更新され

ませんので，その点御注意願います。 

エ 外国人登録原票の写し 

（ア）照会書には上記ウ（ア）と同様の事項を記載願います。 

（イ）旅券，在留カード，特別永住者証明書，旧外国人登録証明書その他身分事項を

確認する資料がある場合はそのコピーを添付願います。 

（ウ）１９８１年１０月１日以降の記録のみが必要であり，かつ，外国人登録原票上



 

- 12 -

の写真を必要としない場合には，外国人登録原票の写しを照会するのではなく，

上記ウの外国人登録記録のみを照会願います。 

（エ）回答の対象となる外国人登録原票は，最後に作成された外国人登録原票のみと

させていただきます。それ以前の外国人登録原票について，照会書に特段の記載

があれば対応させていただきます。 

（オ）平成２４年７月９日の外国人登録法の廃止に伴い回収された外国人登録原票又

は既に閉鎖されていた外国人登録原票の別，閉鎖年月日，閉鎖理由及び最終登録

地を記載願います（判明している場合）。 

 

３ 回答事項 

電算入力事項等に基づいて回答するため，回答事項は次のとおりとなります。これ以

外の事項（例：在留資格，在留期間，在留期限，在留カード若しくは特別永住者証明書

の番号，有効期間の満了日又は写真等）については，当該項目及びその回答を必要とす

る理由について具体的に記載願います。記載にないとき又は必要性が判然としないとき

は，回答を控えさせていただく場合があります（一部の項目について回答を控えさせて

いただく場合もあります。）。 

（１）日本人出帰国記録 

① 氏名（旅券上の英字氏名） 

② 生年月日（西暦） 

③ 性別 

④ 旅券番号 

⑤ 出帰国年月日 

⑥ 出帰国港 

⑦ 出帰国に航空機を利用した場合は，使用航空機便名及び乗降機地 

ただし，２００１年７月１日から２００５年１月３日までの間は記録を取得して

おらず回答できません。また，２００５年１月４日以後は事前旅客情報システム（Ａ

ＰＩＳ）により航空会社からこれらに係る情報の提供を受けた場合に限り記録され

ており，その場合に限り回答します。 

（２）外国人出入国記録 

① 国籍・地域 
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② 氏名 

ⅰ 中国人及び韓国・朝鮮人 

（ⅰ）改正法施行前に外国人登録を行っている場合 漢字及びカタカナ 

（ⅱ）２００２年３月以前に新規入国した場合（（ⅰ）を除く。） カタカナ 

（ⅲ）２００２年４月以降に新規入国した場合（（ⅰ）を除く。） 英字 

ⅱ その他の外国人 英字（Last Name, First Name, Middle Name の順） 

③ 生年月日（西暦） 

④ 性別 

⑤ 住居地 

⑥ 出入国年月日 

⑦ 出入国港 

⑧ 出入国に航空機を利用した場合は，使用航空機便名及び乗降機地 

ただし，２００４年１月１日から２００５年１月３日までの間は記録を取得して

おらず回答できません。また，２００５年１月４日以後は事前旅客情報システム（Ａ

ＰＩＳ）により航空会社からこれらに係る情報の提供を受けた場合に限り記録され

ており，その場合に限り回答します。 

（３）外国人登録記録 

以下の事項に関する外国人登録記録の履歴（外国人登録法廃止以前の情報ですので

御注意ください。）を回答します。 

① 国籍 

② 氏名 

ｉ 中国人及び韓国・朝鮮人 漢字及びカタカナ 

ii その他の外国人 英字（Last Name, First Name, Middle Name の順） 

③ 生年月日（西暦） 

④ 性別 

⑤ 外国人登録番号 

⑥ 居住地 

⑦ 在留資格 

⑧ 在留期限 

⑨ 世帯主の氏名及び世帯主との続柄 
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（４）外国人登録原票の写し 

最後に作成された外国人登録原票の両面写し。 

 

４ 回答書の内容 

回答書の内容は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に基づき管

理されている個人のプライバシーに係る情報であり，その内容をみだりに他人に知らせ

たり，不当な目的に使用したりすることのないよう，厳格に取り扱い願います。 
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ＦＡＱ（よくある質問事項とその回答） 

 

Ｑ１ 出入（帰）国記録に使用航空機便名及び乗降機地が記載されていないが。 

Ａ１ 日本人出帰国記録については 2001 年 7 月 1 日から，外国人出入国記録については

2004 年 1 月 1日から，記録の早期取得化のため取得方法が変わり，同情報を電算記録

に取り込まなくなりました。また，2005 年 1 月 4 日以降は事前旅客情報システム（Ａ

ＰＩＳ）により航空会社から情報の送信があった場合のみ記録されておりますので留

意願います。 

 

Ｑ２ 日本人出帰国記録の旅券番号が本人の所持する旅券番号より１桁多いのはなぜか。 

Ａ２ 末尾がチェックデジットになっているためです。 

 

Ｑ３ 外国人登録原票の写しの提供は可能か。 

Ａ３ 改正法施行後，市区町村に保管されていた外国人登録原票は，法務省に送付される

ことになりますので，それ以後は提供可能となります。 

ただし，市区町村から法務省に外国人登録原票が送付されるまでの間は提供困難で

あり，また，現在，法務省においてはコンピュータ機器によって外国人登録原票を抽

出するシステムの構築を進めていますが，この作業が終了するまでの間（おおむね本

年末まで）は，外国人登録原票の抽出を手作業によって行う必要があるため，通常よ

りも回答に期間を要します。 

 

Ｑ４ 寄港地上陸許可・通過上陸許可は回答記録の範囲になっているか。 

Ａ４ 2004 年 1 月 1日以降であれば，東京入国管理局において回答可能ですが，これ以前

の記録については，当該許可を行った地方入国管理官署宛照会願います。 

   また，在留資格審査・退去強制手続の詳細，退去命令記録等地方入国管理官署限り

で保有している記録に関するものについても，当該地方入国管理官署宛問い合わせ願

います。 

 

Ｑ５ 中国人や韓国人について，漢字氏名のみで照会した場合の回答はどのようになるか。 

Ａ５ 当該外国人が 2002 年 4月以降新規入国している場合には，当該出入国記録は回答書
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に反映されない場合がありますので，可能な限り英字表記氏名を特定した上で照会願

います。 

 

Ｑ６ 中国人や韓国人について，英字氏名のみで照会した場合の回答はどのようになるか。 

Ａ６ 2002 年 4 月以降に新規入国している出入国記録については，全て回答書に反映され

ますが，それ以前の記録については，反映されません。 

 

Ｑ７ 被疑者が旅券を所持しておらず，その氏名が〈Last Name〉，〈First Name〉，〈Middle 

Name〉のほかに４つ目，５つ目の氏名が付いている場合は，回答時間は遅くなるか。 

Ａ７ 氏名が上述のように３つ目までの場合は，最大で６通りの組み合わせについて，各

記録を検索することとなりますが，更に質問のような場合は，24～60 通りの大量の検

索を行う必要がある可能性があり，この場合通常の照会に比べ回答まで相当時間がか

かります。 
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外国人登録原票に係る照会に当たっての留意事項 

 

平成２４年８月   

法務省入国管理局   

 

 本年６月に改正法施行後における出入（帰）国記録等に係る照会に当たっての留意事項

についてお知らせしたところですが，これに加えて，特に外国人登録原票に係る照会に当

たって御留意いただきたい事項について下記のとおりお知らせします。 

記 

１ 外国人登録原票に含まれる個人情報 

外国人登録原票には，旧外国人登録法の規定に基づき，次に掲げる個人情報（外国人

登録法廃止前の情報）が含まれています。 

（１）登録番号 

（２）登録の年月日 

（３）氏名（通称名も含む。ない場合もあります。） 

（４）出生の年月日 

（５）男女の別 

（６）国籍 

（７）国籍の属する国における住所又は居所 

（８）出生地 

（９）職業 

（10）旅券番号 

（11）旅券発行の年月日 

（12）上陸許可の年月日 

（13）在留の資格 

（14）在留期間 

（15）居住地 

（16）世帯主の氏名 

（17）世帯主との続柄 

（18）世帯主である場合には，世帯を構成する者の氏名，出生の年月日，国籍及び世帯主

との続柄 

（19）本邦にある父母及び配偶者の氏名，出生の年月日及び国籍 

（20）勤務所又は事務所の名称及び所在地 

（21）写真 

（22）署名 

 

２ 外国人登録記録との関係 

１９８１年１０月１日から２０１２年７月８日までの上記（１）から（６）まで及び

（13）から（17）までの項目の情報については，外国人登録記録として電算入力されて

います。 

 

３ 特に外国人登録原票に係る照会書において留意いただきたい点 

本年６月の「出入（帰）国記録等に係る照会に当たっての留意事項」においてお知ら
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せしている点に加え，次の点について御留意ください。 

外国人登録原票に含まれる個人情報，特に外国人登録記録として電算入力されている

項目以外の項目について必要である場合には，その具体的な照会理由及び必要性につい

て照会書に記載してください。当方において，その記載に基づき，提供の適否について，

照会の根拠となる法令の趣旨に沿って判断いたします。 

 

４ 回答方法 

回答項目が少ない場合は，その項目だけ抜き出して回答する方法で回答させていただ

く場合があります。 

また，外国人登録原票の写しを交付する方法で回答させていただく場合であっても，

照会書において提供を求められていない項目や，照会書に記載いただいた照会理由及び

必要性についての説明では，当方で照会の根拠となる法令の趣旨に沿って検討した結果，

その必要性があると判断することができない項目については，その項目についてマスキ

ングした写しを作成し，回答させていただく場合もあります。 
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